
「「「「 が んが んが んが ん 」」」」 のののの 保 障保 障保 障保 障 　　　　 　 ≪ 生 き る た め の が ん 保 険 Ｄ ａ ｙ ｓ （ デ イ ズ ） ≫　 ≪ 生 き る た め の が ん 保 険 Ｄ ａ ｙ ｓ （ デ イ ズ ） ≫　 ≪ 生 き る た め の が ん 保 険 Ｄ ａ ｙ ｓ （ デ イ ズ ） ≫　 ≪ 生 き る た め の が ん 保 険 Ｄ ａ ｙ ｓ （ デ イ ズ ） ≫

保 険 期 間 ： 終 身 （ 抗 が ん 剤 治 療 特 約 は １ ０ 年 更 新 ） 　 　 　 契 約 年 齢 ： ０ 歳 ～ ８ ０ 歳 、保 険 期 間 ： 終 身 （ 抗 が ん 剤 治 療 特 約 は １ ０ 年 更 新 ） 　 　 　 契 約 年 齢 ： ０ 歳 ～ ８ ０ 歳 、保 険 期 間 ： 終 身 （ 抗 が ん 剤 治 療 特 約 は １ ０ 年 更 新 ） 　 　 　 契 約 年 齢 ： ０ 歳 ～ ８ ０ 歳 、保 険 期 間 ： 終 身 （ 抗 が ん 剤 治 療 特 約 は １ ０ 年 更 新 ） 　 　 　 契 約 年 齢 ： ０ 歳 ～ ８ ０ 歳 、                       　 　 　  生 き る た め の が ん 保 険 Ｄ Ａ Ｙ Ｓ                      　 　 　  生 き る た め の が ん 保 険 Ｄ Ａ Ｙ Ｓ                      　 　 　  生 き る た め の が ん 保 険 Ｄ Ａ Ｙ Ｓ                      　 　 　  生 き る た め の が ん 保 険 Ｄ Ａ Ｙ Ｓ （ ﾃ ﾞ ｲ ｽ ﾞ ） 　（ ﾃ ﾞ ｲ ｽ ﾞ ） 　（ ﾃ ﾞ ｲ ｽ ﾞ ） 　（ ﾃ ﾞ ｲ ｽ ﾞ ） 　 ス タ ン ダ ー ド プ ラ ンス タ ン ダ ー ド プ ラ ンス タ ン ダ ー ド プ ラ ンス タ ン ダ ー ド プ ラ ン

ス タ ン ダ ー ド プ ラ ン 　 　 　 入 院 給 付 金 日 額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 の 場 合ス タ ン ダ ー ド プ ラ ン 　 　 　 入 院 給 付 金 日 額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 の 場 合ス タ ン ダ ー ド プ ラ ン 　 　 　 入 院 給 付 金 日 額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 の 場 合ス タ ン ダ ー ド プ ラ ン 　 　 　 入 院 給 付 金 日 額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 の 場 合 ◆ 月 払 保 険 料 （ 団 体 取 扱 ）◆ 月 払 保 険 料 （ 団 体 取 扱 ）◆ 月 払 保 険 料 （ 団 体 取 扱 ）◆ 月 払 保 険 料 （ 団 体 取 扱 ）

初 め て 診 断 確 定 さ れ た と き が ん の 場 合 一 時 金 と し て 　 １ ０ ０ 万 円

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 診 断 給 付 金診 断 給 付 金診 断 給 付 金診 断 給 付 金 上 皮 内 新 生 物 の 場 合 一 時 金 と し て 　 　 １ ０ 万 円 ３ ５ 歳 ４ ５ 歳 ５ ５ 歳 ６ ５ 歳

入 院 し た と き 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 入 院 給 付 金入 院 給 付 金入 院 給 付 金入 院 給 付 金 １ 日 つ き １ ０ ， ０ ０ ０ 円 男 性 ３ ， ６ ５ ６ 円 ５ ， ６ ０ ８ 円 ９ ， ３ ６ ０ 円 １ ５ ， １ ９ ０ 円

通 院 し た と き 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 通 院 給 付 金通 院 給 付 金通 院 給 付 金通 院 給 付 金 １ 日 つ き １ ０ ， ０ ０ ０ 円 女 性 ３ ， ７ ３ ４ 円 ５ ， ２ ７ ４ 円 ６ ， ８ ６ ４ 円   ９ ， ０ ４ ８ 円

手 術 し た と き 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 手 術 治 療 給 付 金手 術 治 療 給 付 金手 術 治 療 給 付 金手 術 治 療 給 付 金 １ 回 に つ き ２ ０ 万 円

放 射 線 治 療 を 受 け た と き 　  　 放 射 線 治 療 給 付 金放 射 線 治 療 給 付 金放 射 線 治 療 給 付 金放 射 線 治 療 給 付 金 １ 回 に つ き ２ ０ 万 円

抗 が ん 剤 治 療 を 受 け た と き

抗 が ん 剤 治 療 を 受 け た 月 ご と に

１ カ 月 １ ０ 万 円 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 抗 が ん 剤 治 療 給 付抗 が ん 剤 治 療 給 付抗 が ん 剤 治 療 給 付抗 が ん 剤 治 療 給 付

金金金金

乳 が ん ・ 前 立 腺 が ん の ホ ル モ ン 療 法 の と き

１ カ 月 　 ５ 万 円

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 プ レ ミ ア サ ポ ー ト　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 プ レ ミ ア サ ポ ー ト　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 プ レ ミ ア サ ポ ー ト　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 プ レ ミ ア サ ポ ー ト

◎ 詳 し く は 、 パ ン フ レ ッ ト （ 契 約 概 要 ） を ご 覧 く だ さ い 。◎ 詳 し く は 、 パ ン フ レ ッ ト （ 契 約 概 要 ） を ご 覧 く だ さ い 。◎ 詳 し く は 、 パ ン フ レ ッ ト （ 契 約 概 要 ） を ご 覧 く だ さ い 。◎ 詳 し く は 、 パ ン フ レ ッ ト （ 契 約 概 要 ） を ご 覧 く だ さ い 。

入 院 給 付 金 日 額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 　 定 額 タ イ プ 保 険 料入 院 給 付 金 日 額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 　 定 額 タ イ プ 保 険 料入 院 給 付 金 日 額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 　 定 額 タ イ プ 保 険 料入 院 給 付 金 日 額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 　 定 額 タ イ プ 保 険 料

払 込 期 間 ： 終 身 （ 抗 が ん 剤 治 療 特 約 は 1 0 年 更 新 ）払 込 期 間 ： 終 身 （ 抗 が ん 剤 治 療 特 約 は 1 0 年 更 新 ）払 込 期 間 ： 終 身 （ 抗 が ん 剤 治 療 特 約 は 1 0 年 更 新 ）払 込 期 間 ： 終 身 （ 抗 が ん 剤 治 療 特 約 は 1 0 年 更 新 ）

訪 問 面 談 サ ー ビ ス と 専 門 医 紹 介

（ こ の サ ー ビ ス は 、 株 式 会 社 　 法 研 が 提 供 す る サ ー ビ ス で す ）

＜ 募 集 代 理 店 ＞＜ 募 集 代 理 店 ＞＜ 募 集 代 理 店 ＞＜ 募 集 代 理 店 ＞

ア ベ ニ ー ル 株 式 会 社ア ベ ニ ー ル 株 式 会 社ア ベ ニ ー ル 株 式 会 社ア ベ ニ ー ル 株 式 会 社

T E L ： 0 3 - 3 4 3 7 - 6 8 1 0 　 F A X ： 0 3 - 3 4 3 7 - 6 8 2 2T E L ： 0 3 - 3 4 3 7 - 6 8 1 0 　 F A X ： 0 3 - 3 4 3 7 - 6 8 2 2T E L ： 0 3 - 3 4 3 7 - 6 8 1 0 　 F A X ： 0 3 - 3 4 3 7 - 6 8 2 2T E L ： 0 3 - 3 4 3 7 - 6 8 1 0 　 F A X ： 0 3 - 3 4 3 7 - 6 8 2 2

〒 1 0 5 - 0 0 0 4  東 京 都 港 区 新 橋 5 - 1 5 - 5 交 通 ビ ル 3 F〒 1 0 5 - 0 0 0 4  東 京 都 港 区 新 橋 5 - 1 5 - 5 交 通 ビ ル 3 F〒 1 0 5 - 0 0 0 4  東 京 都 港 区 新 橋 5 - 1 5 - 5 交 通 ビ ル 3 F〒 1 0 5 - 0 0 0 4  東 京 都 港 区 新 橋 5 - 1 5 - 5 交 通 ビ ル 3 F

＜ 引 受 保 険 会 社 ＞  ア フ ラ ッ ク 　 東 京 第 三 法 人 営 業 部＜ 引 受 保 険 会 社 ＞  ア フ ラ ッ ク 　 東 京 第 三 法 人 営 業 部＜ 引 受 保 険 会 社 ＞  ア フ ラ ッ ク 　 東 京 第 三 法 人 営 業 部＜ 引 受 保 険 会 社 ＞  ア フ ラ ッ ク 　 東 京 第 三 法 人 営 業 部

〒 1 6 3 - 0 4 5 6〒 1 6 3 - 0 4 5 6〒 1 6 3 - 0 4 5 6〒 1 6 3 - 0 4 5 6

東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 2 - 1 - 1 　 新 宿 三 井 ビ ル東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 2 - 1 - 1 　 新 宿 三 井 ビ ル東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 2 - 1 - 1 　 新 宿 三 井 ビ ル東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 2 - 1 - 1 　 新 宿 三 井 ビ ル

当 社 保 険 に 関 す る お 問 い 合 わ せ ・ 各 種 お 手 続 き当 社 保 険 に 関 す る お 問 い 合 わ せ ・ 各 種 お 手 続 き当 社 保 険 に 関 す る お 問 い 合 わ せ ・ 各 種 お 手 続 き当 社 保 険 に 関 す る お 問 い 合 わ せ ・ 各 種 お 手 続 き

コ ー ル セ ン タ ー 　 0 1 2 0 - 5 5 5 5 - 9 5コ ー ル セ ン タ ー 　 0 1 2 0 - 5 5 5 5 - 9 5コ ー ル セ ン タ ー 　 0 1 2 0 - 5 5 5 5 - 9 5コ ー ル セ ン タ ー 　 0 1 2 0 - 5 5 5 5 - 9 5

( 2 0 1 1 年 4 月 1 日 現 在 ）

（ す べ て の 保 険 期 間

を 通 じ 通 算 ６ ０ ０ 万 円

ま で ）

＜ 抗 が ん 剤 治 療 特 約 ＞ の 更 新 後 の 保 険 料 は 更 新 時 の 年 齢 ・

保 険 料 率 に よ っ て 決 ま り ま す 。

A F 0 0 7 - 2 0 1 1 - 0 1 8 6 　 4 月 2 5 日

（ 上 皮 内 新 生 物 は 対 象 外 ）
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を

取

り

組

ん

で

き

て

お

り

、

再

び

戦

争

へ

の

道

を

歩

ま

せ

な

い

取

り

組

み

が

極

め

て

重

要

だ

」

と

述

べ

ま

し

た

。

安

全

問

題

で

は

、

Ｊ

Ｒ

北

海

道

で

の

頻

発

す

る

事

故

も

貨

物

賃

金

問

題

も

構

造

矛

盾

が

根

底

と

し

、

「

構

造

矛

盾

を

解

決

す

る

こ

と

が

問

題

を

解

決

し

、

社

員

が

安

心

し

て

働

け

る

環

境

を

作

り

上

げ

る

。

安

全

に

労

使

の

垣

根

は

な

い

。

労

使

の

枠

を

超

え

て

日

常

的

に

検

証

し

安

全

を

確

保

す

る

こ

と

こ

そ

が

重

要

だ

」

と

強

調

し

ま

し

た

。

職

場

で

の

闘

い

で

は

、

「

職

場

三

大

要

求

運

動

」

は

東

海

本

部

独

自

の

も

の

で

あ

る

と

し

て

強

化

を

訴

え

ま

し

た

。

組

織

拡

大

で

は

、

「

各

機

関

に

温

度

差

は

あ

る

。

し

か

し

、

今

や

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

喫

緊

の

課

題

で

あ

り

、

特

効

薬

が

な

い

か

ら

こ

そ

、

問

題

点

や

課

題

を

明

確

に

し

て

次

の

ス

テ

ッ

プ

へ

と

進

ん

で

行

こ

う

」

と

奮

闘

を

呼

び

か

け

ま

し

た

。

最

後

に

職

場

に

あ

る

不

平

や

不

満

な

ど

に

我

々

が

い

か

に

応

え

、

「

職

場

に

労

働

運

動

を

」

の

ス

ロ

ー

ガ

ン

を

全

組

合

員

の

英

知

で

作

り

上

げ

よ

う

と

発

言

し

ま

し

た

。
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大大大大

会会会会
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ここここ

のののの
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総総総総

括括括括

しししし
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うううう

ええええ
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新新新新
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めめめめ
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多多多多
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意意意意

見見見見
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出出出出

ささささ

れれれれ

まままま

しししし

たたたた
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まままま
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組組組組
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北

山

副

委

員

長

あ

い

さ

つ

東海本部第28回定期大会開く



今

年

は

、

終

戦

か

ら

68

年

目

。

日

本

は

、

自

ら

が

引

き

起

こ

し

た

戦

争

の

反

省

の

上

に

立

ち

平

和

憲

法

を

制

定

し

ま

し

た

。

そ

れ

が

現

在

の

日

本

国

憲

法

で

す

。

こ

の

憲

法

が

制

定

さ

れ

る

際

に

１

９

４

７

年

の

中

学

１

年

生

の

社

会

科

の

教

科

書

と

し

て

「

あ

た

ら

し

い

憲

法

の

は

な

し

」

と

言

う

も

の

が

発

行

さ

れ

ま

し

た

。

そ

こ

に

は

、

第

１

の

「

憲

法

」

か

ら

始

ま

り

第

15

の

「

最

高

法

規

」

ま

で

そ

れ

ぞ

れ

が

わ

か

り

や

す

く

説

明

さ

れ

て

い

ま

す

。

そ

し

て

、

第

６

に

は

「

戦

争

放

棄

」

が

あ

り

ま

す

。

（

囲囲囲囲

みみみみ

記記記記

事事事事

参参参参

照照照照

）

戦

争

が

本

当

に

お

ろ

か

で

あ

り

、

悲

劇

し

か

も

た

ら

さ

な

か

っ

た

こ

と

、

そ

し

て

、

そ

の

反

省

に

立

っ

て

日

本

が

決

め

た

憲

法

９

条

の

内

容

が

わ

か

り

や

す

く

書

か

れ

て

い

ま

す

。

68

年

の

歴

史

は

、

戦

争

を

行

っ

た

と

言

う

反

省

の

上

に

積

み

重

ね

ら

れ

、

二

度

と

戦

争

は

起

こ

さ

な

い

と

言

う

決

意

の

上

に

あ

る

歴

史

の

は

ず

で

す

。

自

民

党

の

元

幹

事

長

を

務

め

た

野

中

広

務

氏

や

加

藤

紘

一

氏

、

古

賀

誠

氏

な

ど

も

憲

法

改

悪

に

反

対

し

、

従

軍

慰

安

婦

問

題

で

も

現

政

権

の

考

え

方

を

批

判

し

て

い

ま

す

。

保

守

政

治

家

と

い

え

ど

も

、

戦

争

を

二

度

と

繰

り

返

さ

な

い

と

言

う

う

歴

史

の

重

み

を

踏

ま

え

て

い

る

の

で

す

。

と

こ

ろ

が

、

麻

生

副

総

理

が

「

ナ

チ

ス

の

手

口

に

学

べ

」

と

発

言

し

た

り

、

石

破

自

民

党

幹

事

長

は

、

軍

事

裁

判

所

を

創

設

し

、

徴

兵

を

回

避

す

る

な

ら

ば

「

最

高

刑

を

死

刑

。

無

期

懲

役

な

ら

ば

無

期

懲

役

。

懲

役

３

０

０

年

な

ら

３

０

０

年

。

そ

ん

な

目

に

遭

う

く

ら

い

な

ら

命

令

に

従

う

」

な

ど

と

発

言

。

こ

れ

が

す

べ

て

現

政

権

党

の

中

枢

を

に

な

う

人

々

の

本

音

な

の

で

す

。

◇

国

労

は

、

国

労

の

憲

法

と

も

い

え

る

綱

領

で

『

わ

れ

わ

れ

は

、

戦

争

に

反

対

し

、

ア

ジ

ア

と

世

界

の

完

全

な

平

和

を

め

ざ

し

て

た

た

か

う

』

と

し

て

い

ま

す

。

私

た

ち

は

、

再

び

戦

争

へ

の

道

を

歩

ま

せ

な

い

た

め

に

も

、

今

の

政

権

が

行

お

う

と

し

て

い

る

こ

と

、

そ

し

て

、

平

和

は

国

民

の

手

で

守

る

こ

と

な

ど

を

語

り

、

広

め

て

い

か

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

２０１３年８月１５日（毎月15日、30日発行） 国労東海 NO３４７（２）

東海本部ホームページＵＲＬ http://www.kokurotokai.com/

『みなさんの中には、こんどの戰爭に、おとうさんやにいさんを送りだされた人も多

いでしょう。ごぶじにおかえりになったでしょうか。それともとう／＼おかえりにな

らなかったでしょうか。また、くうしゅうで、家やうちの人を、なくされた人も多い

でしょう。いまやっと戰爭はおわりました。二度とこんなおそろしい、かなしい思い

をしたくないと思いませんか。こんな戰爭をして、日本の國はどんな利益があったで

しょうか。何もありません。たゞ、 おそろしい、かなしいこ

とが、たくさんおこっただけではあ りませんか。戰爭は人間

をほろぼすことです。世の中のよい ものをこわすことです。

だから、こんどの戰爭をしかけた國 には、大きな責任がある

といわなければなりません。このま えの世界戰爭のあとでも、

もう戰爭は二度とやるまいと、多く の國々 ではいろ／＼考え

ましたが、またこんな大戰爭をおこ してしまったのは、まこ

とに残念なことではありませんか。

そこでこんどの憲法では、日本の 國が、けっして二度と戰

爭をしないように、二つのことをき めました。その一つは、

兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭 をするためのものは、いっ

さいもたないということです。これ からさき日本には、陸軍

も海軍も空軍もないのです。これを 戰力の放棄といいます。

「放棄」とは「すててしまう」とい うことです。しかしみ

なさんは、けっして心ぼそく思うこ とはありません。日本

は正しいことを、ほかの國よりさき に行ったのです。世の

中に、正しいことぐらい強いものは ありません。

もう一つは、よその國と爭いごとが おこったとき、けっし

て戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということ

をきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜ

ならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめに

なるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、

いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよそ

の國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本

の國は、さかえてゆけるのです。

みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とお

こさないようにいたしましょう。』（原文のまま）


